
クラウドサービス利用規約（買い手）（2025年11月17日改定） 

（下線部が変更部分） 

 

第2条 定 義 

旧 新 

(新設) (1)「アドバイザリー契約」とは、名称の

如何を問わず、登録ユーザーが第三者

に対して本買収等の支援業務を委託す

ることを内容とする契約をいいます。 

(5)「対象会社」とは、第11号における第

三者を意味します。 

(6)「対象会社」とは、第13号における第

三者を意味します。 

(新設) (7)「対象会社アドバイザー」とは、本サ

ービスに自ら登録し、本サービスにお

いて、対象会社から委託を受けて本買

収等の支援を行う者を意味します。 

(10)「本サービス」とは、(i)当社ウェブ

サイトで資料をダウンロードできる

サービス及び(ii)対象会社又はその

代理人（但し、当社が認めた場合に

限ります。）が当社ウェブサイトに

対象会社の企業名（個人事業の場合

は事業名）、事業内容、その他企業

情報の全部又は一部を公開し、登録

ユーザー（当社ウェブサイトに企業

情報を掲載しているかを問いませ

ん。）が当該企業情報を閲覧して対

象会社とマッチングできるサービス

を意味します。 

(12)「本サービス」とは、(i)当社ウェブ

サイトで資料をダウンロードできるサ

ービス及び(ii)対象会社、その代理人

（但し、当社が認めた場合に限りま

す。）又は対象会社アドバイザーが当

社ウェブサイトに対象会社の企業名

（個人事業の場合は事業名）、事業内

容、その他企業情報の全部又は一部を

公開し、登録ユーザー（当社ウェブサ

イトに企業情報を掲載しているかを問

いません。）が当該企業情報を閲覧し

て対象会社、その代理人又は対象会社

アドバイザーとマッチングできるサー

ビスを意味します。 

 

 

第4条 本サービスの利用 

旧 新 

(新設) 2. 登録ユーザーは、対象会社アドバイザ

ーとの間でアドバイザリー契約を締結



する場合、当該対象会社アドバイザー

が、当社に対して当該アドバイザリー

契約の内容を開示すること（当該アド

バイザリー契約の内容に変更があった

場合に変更内容を速やかに通知するこ

とを含みます。）について予め同意し、

本サービスを利用するものとします。 

(新設) 3. 登録ユーザーは、当社が一般社団法人M

&A支援機関協会（以下「協会」といい

ます。）が運営している不適切な譲り受

け事業者に関する情報共有の仕組みで

ある特定事業者の情報共有に関する規

約に定める制度（以下「本制度」とい

います。https://www.maa-a.or.jp/lis

t/参照。）に参加しており、登録ユーザ

ーが本制度における不適切な譲り受け

事業者に該当した場合、①本制度に従

って当社が登録ユーザーの情報及び本

買収等に関する情報を協会に対して提

供すること、②協会が当該情報を本制

度に基づいて利用すること、③協会が

登録ユーザーによる本買収等に関する

情報及び登録ユーザーの情報について

リスト（以下「特定事業者リスト」と

いいます。）に登録すること並びに④特

定事業者リストに登録された情報を、

特定事業者リストを利用できる者が利

用することに予め同意し、本サービス

を利用するものとします。なお、登録

ユーザー及び当社は、本項に基づく当

社の行為が、登録ユーザー及び当社間

の秘密保持契約に違反するものではな

いことを相互に確認するものとしま

す。 

 



第5条 報酬及び費用 

旧 新 

5. 利用契約の有効期間中であるか利用契

約の終了後であるかに関わらず、対象

会社若しくはその代理人から登録ユー

ザーに対し当社ウェブサイトを利用し

て連絡があった日又は当社から登録ユ

ーザーに対し対象会社に係る案件紹介

の連絡があった日から36か月後の応当

日の前日までに、当該対象会社に関す

る本買収等が成立した場合には、登録

ユーザーが本サービスの利用前から当

該対象会社を知っていたか否かに関わ

らず、本サービスを利用して本買収等

が実現したものとみなして成功報酬等

が発生するものとし、登録ユーザーは

これを承諾したうえで、本サービスを

利用します。 

5. 利用契約の有効期間中であるか利用契

約の終了後であるかに関わらず、対象

会社、その代理人又は対象会社アドバ

イザーから登録ユーザーに対し当社ウ

ェブサイトを利用して連絡があった日

又は当社から登録ユーザーに対し対象

会社に係る案件紹介の連絡があった日

から36か月後の応当日の前日までに、

当該対象会社に関する本買収等が成立

した場合には、登録ユーザーが本サー

ビスの利用前から当該対象会社を知っ

ていたか否かに関わらず、本サービス

を利用して本買収等が実現したものと

みなして成功報酬等が発生するものと

し、登録ユーザーはこれを承諾したう

えで、本サービスを利用します。 

7. 登録ユーザーは、本買収等のために、

対象会社の代理人との間で、当該本買

収等の支援業務を委託する契約を締結

することができます（但し、当該代理

人が対象会社に代わって本サービスを

利用しており、かつ、その旨を当社が

登録ユーザーに対して告知している場

合に限ります。）。この場合、第1項の定

めに関わらず、登録ユーザーが、当社

に対し支払う成功報酬等の割合は一律

2%とし、最低手数料は金30万円としま

す。 

7. 登録ユーザーは、本買収等のために、

対象会社アドバイザーとの間で、アド

バイザリー契約を締結することができ

ます。この場合、第1項の定めに関わら

ず、登録ユーザーが、当社に対し支払

う成功報酬等の割合は一律2%とし、最

低手数料は金100万円とします。 

 

 

 

第14条 反社会的勢力の排除 

旧 新 

4. 本規約上の他の条項に関わらず、当社 4. 本規約上の他の条項に関わらず、当社



は、登録ユーザーが、第1項において表

明及び保証した事実が真実に反した場

合、第1項の確約に違反した場合、又は

第2項の確約に反した場合、その事実を

買い手企業又は買い手企業となる候補

先に対して通知することができます。 

は、登録ユーザーが、第1項において表

明及び保証した事実が真実に反した場

合、第1項の確約に違反した場合、又は

第2項の確約に反した場合、その事実を

対象会社又は対象会社となる候補先に

対して通知することができます。 

 

 

第15条 利用契約終了後の取り扱い 

旧 新 

3. 第2条、第5条、第10条、第12条、第13

条、本条第2項及び本項、第16条、第17

条、第19条から第21条は利用契約終了

後も効力を有するものとします。但

し、第5条は当該条項に基づき生じた義

務を履行するまでに限り、効力を有す

るものとします。 

3. 第2条、第4条第2項及び第3項、第5条、

第10条、第12条、第13条、本条第2項及

び本項、第16条、第17条、第19条から

第21条は利用契約終了後も効力を有す

るものとします。但し、第5条は当該条

項に基づき生じた義務を履行するまで

に限り、効力を有するものとします。 

 

 

第18条 本規約等の変更 

旧 新 

5. 本規約の変更に関わらず成功報酬等の

金額は、対象会社若しくはその代理人

から登録ユーザーに対し当社ウェブサ

イトを利用して連絡があった日又は当

社から登録ユーザーに対し対象会社に

係る案件紹介の連絡があった日におけ

る本規約の定めに従って計算されるも

のとします。 

5. 本規約の変更に関わらず成功報酬等の

金額は、対象会社、その代理人又は対

象会社アドバイザーから登録ユーザー

に対し当社ウェブサイトを利用して連

絡があった日又は当社から登録ユーザ

ーに対し対象会社に係る案件紹介の連

絡があった日における本規約の定めに

従って計算されるものとします。 

 

以上 

  



秘密保持規約（2025年11月17日改定） 

（下線部が変更部分） 

 

第5条 有効期間 

旧 新 

1. 登録ユーザーが利用規約第3条に基づき

クラウドサービスサービスの利用者と

しての登録した本買収等を希望する法

人の場合、利用規約に基づく契約が有

効である期間中、本規約に基づく契約

は有効です。 

1. 登録ユーザーが利用規約第3条に基づき

クラウドサービスサービスの利用者と

しての登録をした本買収等を希望する

法人の場合、利用規約に基づく契約が

有効である期間中、本規約に基づく契

約は有効です。 

2. 利用規約第3条に基づきクラウドサービ

スサービスの利用者としての登録した

本買収等を希望する法人以外の登録ユ

ーザーにおいては、本契約の有効期間

は、本契約締結日より1年後の応当日の

前日までの間とします。但し、期間満

了1カ月前までに当事者より書面による

解約の申し入れのない場合、本契約は

さらに1年間自動的に更新され、以後も

同様とします。 

2. 利用規約第3条に基づきクラウドサービ

スサービスの利用者としての登録をし

た本買収等を希望する法人以外の登録

ユーザーにおいては、本契約の有効期

間は、本契約締結日より1年後の応当日

の前日までの間とします。但し、期間

満了1カ月前までに当事者より書面によ

る解約の申し入れのない場合、本契約

はさらに1年間自動的に更新され、以後

も同様とします。 

3. 第1項及び前項の規定にかかわらず、本

契約第2条（秘密保持）及び前条（直接

交渉の制限）に定める義務は、事由の

如何を問わず本規約に基づく契約が終

了した後も1年間存続します。 

 

3. 第1項及び前項の規定にかかわらず、本

規約第2条（秘密保持）、第4条（権利の

帰属）、本項、第6条（違反）及び第7条

（準拠法及び管轄裁判所）の定めは、

本規約に基づく契約が終了した後も有

効に存続します。但し、本規約第2条

（秘密保持）の定めは、事由の如何を

問わず本規約に基づく契約が終了した

後、1年間に限り有効に存続します。 

 

以上 


